
（１）教育長報告

年月日 曜 時刻 行事名 場所

20/08/27 木 14:00 教育委員会定例会 先人記念館　地階ホール

20/08/28 金 9:10 現職院生学校マネジメント実習教育長講話 都南分庁舎　教育委員会室

14:00
後期計画の策定に向けた地域検討会議（第４回盛岡ブロック②） サンセール盛岡　１階ダイヤモン

ド

20/08/29 土 9:00 令和２年度総合防災訓練 乙部中学校

20/08/30 日

20/08/31 月

20/09/01 火 14:00 第３回市内校長・園長会議 都南分庁舎　４階大会議室

16:00 盛岡教育事務所長来訪 都南分庁舎　教育長室

20/09/02 水 13:00 【市議会】招集初日 本庁舎　議場

20/09/03 木

20/09/04 金

20/09/05 土

20/09/06 日

20/09/07 月

20/09/08 火 10:00 【市議会】一般質問 本庁舎　議場

20/09/09 水 10:00 【市議会】一般質問 本庁舎　議場

20/09/10 木 10:00 【市議会】一般質問 本庁舎　議場

20/09/11 金 10:00 【市議会】一般質問 本庁舎　議場

本会議
終了後

【市議会】全員協議会 本庁舎　委員会室

20/09/12 土

20/09/13 日

20/09/14 月

20/09/15 火 10:00 【市議会】議案質疑 本庁舎　議場

20/09/16 水 10:00 【市議会】総務常任委員会 本庁舎　委員会室

20/09/17 木 10:00 【市議会】教育福祉常任委員会 本庁舎　委員会室

20/09/18 金

20/09/19 土

20/09/20 日

20/09/21 月

20/09/22 火

20/09/23 水 13:30 【協議会】第28回岩手県東日本大震災津波復興委員会 サンセール盛岡　１階大ホール

20/09/24 木 10:00 盛岡市いじめ調査委員会 都南分庁舎　特別会議室

20/09/25 金 13:00 【市議会】定例会最終日 本庁舎　議場

20/09/26 土

20/09/27 日

20/09/28 月 10:50 上田中学校訪問 上田中学校

20/09/29 火 10:00 第２回市勢振興功労者表彰選考委員会 本庁舎本館　8階会議室

14:00 教育委員会定例会 都南分庁舎　教育委員会室



（２）令和２年９月市議会定例会の概要について

月日 答弁者 担当課

9月8日 ＜一括質問＞

(火)
1 長岡利明

（盛友会）
(1) 中学生の交流事業

市長 ・本年度の交流事業の予定 生涯学習課

市長 ・交流事業の予算及び中学生の負担する参加費の状況 生涯学習課

市長 ・募集及び選考方法 生涯学習課

市長 ・事業は継続するのか 生涯学習課

(1) 市の教育振興運動との違い

教育長
・コミュニティ・スクール制度と教育振興運動の相違点をどうと
らえているか

学校教育課

教育長 ・任用に関する教育委員会の規則とはどのようなものか 学校教育課

教育長
・学校運営の基本方針の承認や学校運営へ意見を述べることはこ
れまでも行われているのではないか

学校教育課

教育長
・教職員の任用について意見を述べることができるとは，どうい
うことを想定しているか

学校教育課

教育長
・教育振興運動をコミュニティ・スクール制度に切り替える必要
はあるか

学校教育課

教育長
・切り替えるために担当者の事務量増加や保護者，地域住民等の
理解など負担増になるのではないか

学校教育課

教育長 ・教育振興運動第12次5か年計画との兼ね合いはどうなるか 学校教育課

2 小笠原秀夫

（盛友会）

3 髙橋和夫

（共産党）
(1) 就業改善センター・好摩地区公民館・巻堀出張所

市長 ・令和4年度には供用開始できるようにならないか 生涯学習課

(2) 啄木記念館・玉山歴史民俗資料館

部長
・啄木記念館・玉山歴史民俗資料館の整備をどのように進める考
えか

歴史文化課

4 大畑正二 スポーツ振興について

（創盛会）
教育長 ・教育委員会が主催するスポーツイベントの開催についての見解 学校教育課

教育長 ・教育委員会が主催する文化イベントの開催についての見解 歴史文化課

教育長 ・部活動指導員配置事業の目的と配置状況 学務教職員課

教育長 ・当該事業の成果と課題 学務教職員課

教育長 ・報酬の伴わない外部指導者の力を借りることへの所見 学務教職員課

友好都市うるま市との交流について

コミュニティ・スクール制度について

公共施設保有最適化・長寿命化実施計画について

【該当なし】

質問議員
（会派）

質問要旨



月日 答弁者 担当課
質問議員
（会派）

質問要旨

9月8日 5 大石仁雄

(火) （盛友会）

6 中村亨

（市政クラブ）
(1) 新型コロナウイルス感染症対策での修学旅行中止に伴う保護
者の負担

部長 ・盛岡市立中学校で県外の修学旅行を中止または延期した学校数 学校教育課

部長
・盛岡市立中学校では修学旅行のキャンセル料が発生していない
と理解してよいか

学校教育課

部長
・修学旅行の企画や手配をキャンセルした場合に企画費用等を請
求された学校数，されている学校数

学校教育課

部長 ・企画費用等はすべて保護者負担となるのか 学校教育課

9月9日 7 竹花せい子

(水)
（市政クラブ）

(1) 小中学校・市立高等学校での令和２年度４月現在の導入拡大
状況

市長
・学校への働きかけ状況，令和２年度４月段階の導入率と日常使
用の状況，実態把握の方法

学校教育課

(1) 小中学校教職員の業務の効率化，負担軽減のためのスクール
ロイヤーの配置の状況と今後の見通し

市長
・市独自のスクールロイヤーの配置を検討しているか，今後のス
ケジュールはどうか

学務教職員課

(1) 三六協定が結ばれている小中学校・高等学校数と今後の見通
し

部長
・市内小・中学校高等学校の事務職員に対しての三六協定の締結
状況

学務教職員課

部長
・未締結の学校がある場合，すべての学校で締結するためのスケ
ジュールを示せ

学務教職員課

(2) 三六協定に係る届出

部長
・事務職員等が三六協定を締結する際，労働基準監督機関に誰が
届出るのか

学務教職員課

(1) 教育予算の中の教材備品の確保と措置率

部長
・令和元年度の教材費決算額と，国が定める積算基準に対する割
合

学校教育課

8 田山俊悦

（盛友会）
(1) 活動支援

部長
・各団体，保存会の現在の活動状況をどう捉えているか及び現在
の団体数，人数，活動休止の団体数

歴史文化課

市内小中学校・高等学校における三六協定の締結状況について

【該当なし】

さんさ踊り，民俗芸能について

性別で分けない名簿について

スクールロイヤーの配置について

教育予算について

教育行政について



月日 答弁者 担当課
質問議員
（会派）

質問要旨

9月9日 8 田山俊悦 (2) 今後の取り組み

(水)
（盛友会）

部長
・民俗芸能団体向けの新しい生活様式による活動事例を作成する
ことの所見

歴史文化課

部長 ・行政の後押しの取組への所見 歴史文化課

(1) 教育・通学支援

教育長
・医療的ケア児の思いをどう受け止め，支援していくか，早い時
期からの就学支援を併せて所見を伺う

学校教育課

教育長 ・相談支援体制，特に障がい児及び保護者への対応状況 学校教育課

教育長 ・専門的な職員の配置，支援も必要だが，現状と取組を示せ 学校教育課

9 庄子春治

（共産党）
(1) 部活動指導の暴力・パワハラ根絶

教育長
・調査結果は県教育委員会へは報告済か，保護者の理解は得られ
たのか

学務教職員課

教育長
・調査で不適切な指導は何件事実確認されたか，確認された主な
内容を示せ

学務教職員課

教育長 ・生徒に対するアンケートは実施したか，その結果はどうか 学務教職員課

教育長 ・事実を教育長はどのように評価しているか 学務教職員課

教育長
・今回の事案は県教委の懲戒処分等の標準処分例の非違行為のど
れに該当すると判断しているか見解を示せ

学務教職員課

教育長 ・公金等に関する非違行為は確認されなかったか 学務教職員課

教育長 ・常習的に行っていた理由，原因など何が明らかになったか示せ 学務教職員課

教育長 ・顧問教師の非違行為がなぜ防げなかったかについて判断を示せ 学務教職員課

教育長
・よりよい指導に進めるためにどのような対応をしようとしてい
るか，結果を公表することへの所見を示せ

学務教職員課

教育長 ・県の第三者委員会報告の再発防止提言への所見を示せ 学務教職員課

10 工藤健一

（盛友会）

11 太田隆司

（公明党）
(5) 修学旅行

部長
・実施を決定した校数，中止を決定した校数，検討中の校数を小
中学校別に示せ

学校教育課

部長
・実施する学校中，当初の旅行先を変更した校数と旅行先，旅行
期間を短縮した校数，中止し宿泊を伴わない旅行に変更した学校
の有無

学校教育課

部長 ・キャンセル料が請求された場合は誰が負担するか 学校教育課

部長 ・コロナ対策で追加費用がした場合は誰が負担するか 学校教育課

【該当なし】

学校部活動について

新型コロナウイルス感染症の現状と対策について

医療的ケア児の支援について



月日 答弁者 担当課
質問議員
（会派）

質問要旨

9月10日 12 三田村亜美子

(木) （共産党）
市長

・全国知事会等の緊急提言と文科大臣への要請に至る経緯の背景
は

学務教職員課

市長 ・提言の持つ意義への所見と国にどのような対応を期待するか 学務教職員課

教育長
・少人数学級の全国的な一連の動きをどう捉えているか，望まし
い発展方向についてどう考えているか，実現の必要性の所見を示
せ

学務教職員課

部長 ・各家庭のWi-Fi環境の，6月議会以降の進展はあるか 学校教育課

部長 ・5月15日付け厚労省通知の概要を示せ 学校教育課

部長
・ICTについての教員研修の実施内容，今後の課題や学校からの
意見を示せ

学校教育課

部長 ・ICT活用の今後の計画についての所見 学校教育課

部長 ・これまでに単独調理場の改修は行われてきたか 学務教職員課

部長 ・給食センター共用開始までそのまま使用するのか 学務教職員課

部長
・敷地面積について，例えば松園小学校は，基礎的な条件は満た
しているのではないか

学務教職員課

部長
・公共施設保有最適化・長寿命化計画を進める中で給食センター
を建設するのはなぜか

学務教職員課

部長
・第2，第3センターの供用開始までの間，親子方式で地域間格差
を早期に解消してほしいが所見を示せ

学務教職員課

13 池野直友

（公明党）

14 鈴木一夫

（市政クラブ）
部長 ・学校事務職が扱う課目や金額はどの程度か 学務教職員課

部長 ・最大の金額を扱う学校の年間取引金額を示せ 学務教職員課

部長
・学校事務職員の雇用条件，募集方法，採用基準，雇用主，雇用
期間，身分，採用の与信体制を示せ

学務教職員課

部長
・学校事務の経理の会計監査体制，担当者以外による定期的出納
検査，教育委員会の監督権限を示せ

学務教職員課

部長
・報道されたAは市内学校の事務職員であったか，退職理由，経
理上の問題の有無

学務教職員課

部長
・経理上の本題があった場合，債権額，回収方法，法的措置を講
ずる意思の有無

学務教職員課

15 鈴木努

（共産党）
教育長 ・小中学校でどのような指導が行われてきたか示せ 学校教育課

16 豊村徹也

（創盛会）

新型コロナウイルス感染症の対応について

学校運営について

【該当なし】

学校給食について

新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた学校教育の課題について

【該当なし】



月日 答弁者 担当課
質問議員
（会派）

質問要旨

9月11日 17 神部伸也

(金) （共産党）

＜一問一答＞

1 伊達康子

（公明党）
(1) 図書館への図書消毒機の導入

部長
・市立の図書館で行っている，新型コロナウイルス感染予防策に
ついて

生涯学習課

部長
・図書館へ図書消毒機を設置する自治体が増えているが，市民が
安心して図書館を利用できるよう図書消毒機を設置すべきでは

生涯学習課

(4) 就学支援の現状と課題及び今後の取り組み

教育長 ・市内小中学校に在籍している医療的ケア児の人数 学校教育課

教育長
・令和３年度に市内小中学校に入学を希望している医療的ケア児
の人数

学校教育課

教育長
・インクルーシブ教育の理念の下，就学について保護者の意向を
聞くことへの所見

学校教育課

(5) 小学校への看護師配置

教育長
・看護師の配置の必要性への所見（国の事業活用の検討状況も含
めて）

学校教育課

2 野中靖志

（市政クラブ）

3 中野孝之助

（盛友会）

4 竹田浩久

（盛友会）

5 村上貢一 教育行政について

（創盛会）
(1) 学校の新型コロナウイルス感染症の対策，対応

教育長 ・小中高校の学習進度 学校教育課

教育長 ・子どもたちの学習面，生活面，心理面などへの影響・その状況 学校教育課

教育長 ・8/6及び9/3改訂の衛生管理マニュアルの概要と改訂の主な内容 学校教育課

教育長
・学校施設清掃，消毒の取組，衛生用品の準備状況，スクールサ
ポートスタッフの加配状況と地域支援の状況

学校教育課

教育長 ・指導体制の確保の見通し 学校教育課

教育長 ・子どもたちのマスクの取り扱いについての指導状況 学校教育課

教育長 ・今後の集団登校の在り方の検討とその所見 学校教育課

教育長 ・現在の小学校の登校形態，集団登校，自由登校の状況 学校教育課

コロナ禍における感染予防対策について

医療的ケア児に対する支援施策の充実について

【該当なし】

【該当なし】

【該当なし】

【該当なし】



月日 答弁者 担当課
質問議員
（会派）

質問要旨

9月11日 5 村上貢一
(2) 小中学生のスマートフォン，携帯電話等の使用実態とその対
応

(金) （創盛会）
教育長 ・小中学生のスマートフォン，携帯電話等の所持状況と使用形態 学校教育課

教育長
・スマートフォン，携帯電話等所持の課題，情報リテラシー教育
の取り組み状況

学校教育課

教育長 ・８月の文部科学省通知の内容とその背景 学校教育課

教育長 ・文部科学省通知を受けての見解 学校教育課

6 伊勢志穂

（市政クラブ）
(3) 就学相談

教育長
・障がい児や医療的ケア児が小学校に進学する際，どの時期に，
どのような手段で学校を決定するのか

学校教育課

教育長
・子どもや保護者に満足度の高い就学支援を行っている自治体が
あるが，盛岡市は就学相談にどのような工夫をしているか

学校教育課

障がい児・医療的ケア児への支援について



（３）専決処分の報告について 

 

１ 報告の趣旨 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により専決処分したものについて，

同条第２項の規定により９月市議会定例会に報告事項として提出したので，報告するものである。 

 

２ 専決処分の内容 

令和２年７月８日，盛岡市立北陵中学校敷地内において，桜の枝が折れ，駐車していた車両に

落下し，車両を損傷した損害賠償事件に係る損害賠償の額を定めたものである。(報告第 48 号) 

 

３ 報告書 

  別紙のとおり 



 

報告第 48 号 

専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180条第１項の規定により次のとおり専決処分したから，

同条第２項の規定により報告する。 

令和２年９月２日提出 

 盛岡市長 谷 藤 裕 明 

 

   専決処分書 

 損害賠償事件に係る損害賠償の額を定めることについて，地方自治法（昭和22年法律第67号）第

180条第１項及び盛岡市長専決条例（昭和23年条例第42号）第２条第９号の規定により，次のと

おり専決処分する。 

令和２年８月６日 

 盛岡市長 谷 藤 裕 明 

 

   損害賠償事件に係る損害賠償の額を定めることについて 

 次のとおり損害賠償事件に係る損害賠償の額を定める。 

１ 損害賠償の相手方  住所  

            氏名  

２ 損 害 賠 償 の 額  金 154,280円也 

３ 損害賠償の原因 

令和２年７月８日，盛岡市立北陵中学校敷地内において，桜の枝が折れ，駐車していた車両に

落下し，車両を損傷したことによる。 



 

 
 

（４）盛岡市立仁王小学校敷地内の倒木について 

 

１ 概  要 

  令和２年９月９日（水）午前９時 47分頃(２時限目の授業中)，屋内運動場とプール棟の中間に

立っていた高さ約 20メートルのケヤキが，北側の校舎に向かって倒れた。 

現在，倒れた樹木の撤去に向け準備を進めているほか，市立小・中学校，高等学校，幼稚園の

樹木の緊急点検を学校において実施するよう通知を行ったところである。 

  なお，当該樹木は，昭和 50年 10月に保存樹木に指定，また，景観行政の一元化に伴い，平成

27年４月に景観重要樹木「仁王小のケヤキ（指定番号第 46号）」に指定となり，令和２年現在の

推定樹齢は，約 110年とされている。 

 

２ 被害状況 

 (1) 人的被害 

 なし 

 (2) 物的被害 

  ア 屋内運動場屋根の軒天の一部が破損し落下した。また，屋根材の一部が変形した。 

イ 職員室とプール棟を結ぶインターホンの通信線が破断した。 

   

３ 原  因 

当該樹木の根元や幹の部分の腐朽のため(９月 14日(月)，樹木医の現地調査により判明)  

 

４ 対応状況 

(1) 経過 

９月９日  危険防止の措置，緊急点検の通知 

(市立小・中学校長，高等学校長，幼稚園長宛て) 

11日  市議会全員協議会での説明 

15日～ 倒れた樹木の撤去(16日完了) 

16日～ 倒木のおそれがある樹木(ケヤキ)１本の伐採(18日完了) 

中旬  屋内運動場屋根等の修繕 

(2) 取材対応 

テレビ岩手，岩手朝日テレビ，岩手日報社，盛岡タイムス社 

 

５ 緊急点検の結果及び今後の予定 

学校が行った緊急点検の結果，倒木の危険性が確認された樹木（幹に腐食が見られる，キノコ

が生えている等）は，253本であった。 

点検結果に基づき，伐採の基準及び優先度の判断基準を検討し，伐採を行う予定である。 

 



 

 
 

位 置 図 



 

 
 

平成 24 年８月撮影 

（倒れたケヤキ） 

令和２年９月９日撮影 

（倒れたケヤキ） 

 

 

  



 

 
 

令和２年９月 15 日撮影 

（倒れたケヤキの除去状況） 

令和２年９月 15 日撮影 

（点検の結果，今回，伐採することとしたケヤキ） 

  

 



 

 
 

 

令和２年９月 16 日(水) 岩手日報 



議案第17号 

   臨時専決処理につき承認を求めることについて 

 教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教育委員会規則第２号）第４条第１項の

規定により次のとおり臨時専決処理したから，同条第２項の規定により報告し，承認を求める。 

  令和２年９月29日提出 

盛岡市教育委員会教育長 千 葉 仁 一     

 

臨時専決処理書 

教育予算その他議会の議決を経るべき議案について市長に意見を申し出ることについて，教育委

員会の会議を招集する暇がないと認めたので，教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49

年教育委員会規則第２号）第４条第１項の規定により，次のとおり臨時専決処理する。 

  令和２年９月10日 

盛岡市教育委員会教育長 千 葉 仁 一     

 

   市議会の議決を経るべき議案に係る市長への意見の申出について  

令和２年９月盛岡市議会定例会に市長が提案する次の議案について，同意するものとする。 

 

議決の変更について 

令和２年６月26日議会の議決を得た議案第96号盛岡市立大新小学校校舎大規模改修（建築主体）

工事に係る請負契約の一部変更 

 

臨時専決処理の理由 

令和２年９月盛岡市議会定例会に教育委員会に関する議案を市長が提案するに当たり，地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）第29条の規定により，教育委員会と

しての意見を市長に申し出ようとするものである。 

 



参考資料（議案第17号） 

  

議案第120号 

議決の変更について 

 令和２年６月26日議会の議決を得た議案第96号盛岡市立大新小学校校舎大規模改修（建築主体）

工事に係る請負契約の一部を次のとおり変更するものとする。 

令和２年９月15日提出 

 盛岡市長 谷 藤 裕 明 

 

 契約金額「 1,172,216,100円」を「 1,185,747,200円」に改める。 

 

   提案理由 

 盛岡市立大新小学校校舎大規模改修（建築主体）工事の一部設計変更に伴い契約を変更するもの

であり，地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号及び盛岡市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年条例第15号）第２条の規定に基づき，議会の

議決を求めるものである。 

 



参考資料（議案第 17号） 

議決の変更について（盛岡市立大新小学校校舎大規模改修（建築主体）工事に係 

る請負契約の一部変更契約） 

 

１ 趣旨 

令和２年６月26日に市議会の議決を得た議案第96号盛岡市立大新小学校校舎大規模改修

（建築主体）工事に係る請負契約の一部を変更することについて，９月市議会定例会に追加

議案の提出を予定していることから，本契約の概要を説明するものである。 
 

２ 契約の内容 

(1) 請 負 業 者 樋下建設・篠村建設特定共同企業体 

(2) 工    期 令和元年６月29日から４年３月13日まで 

(3) 変更前契約額  1,172,216,100円 

(4) 変更後契約額  1,185,747,200円 

(5) 変  更  額  13,531,100円の増額 
 

３ 変更の内容 

 (1) 今回の変更 

契約金額(円) 増減(円) 
当初契約から 

の増減率(%) 
主な変更理由 

1,185,747,200 13,531,100 2.03 

･南校舎 (⑨-1棟，⑪-2棟)の引渡しに係る精算 

･北校舎の外部劣化部分の精査に伴う変更 

･中央校舎外部既存サッシ枠周りシール打ち直し

に伴う変更 
 

 (2) これまでの変更 

契約 

年月日 
契約金額(円) 増減(円) 

当初契約から 

の増減率(%) 
主な変更理由 

令和元年 

6月 28日 

(議決) 

1,162,150,000 - - 当初契約 

12月 26日 

（市長専決処分） 
1,162,683,500 533,500 0.05 仮設校舎引渡しに伴う精算 

令和２年 

４月 30日 

（市長専決処分） 

1,170,900,500 8,217,000 0.75 

(南校舎 (⑨棟)) 

･引渡しに係る精算 

･内外部劣化補修個所の精査に伴う

変更 

･屋上防水水切り（笠木）のモルタ

ル補修に伴う変更 

･外部既存サッシ枠周りシール打ち

直しに伴う変更 

･天井下地吊りアンカーの打設を行

うための変更 

６月 26日 

(議決) 
1,172,216,100 1,315,600 0.87 

(南校舎 (⑨-1棟)) 

･屋上防水水切り(笠木)のモルタ

ル補修に伴う変更 

･外部既存サッシ枠周りシール打ち

直しに伴う変更 

  



参考資料（議案第 17号） 

４ 工程 
 

項 目 年 度 主な工事内容 

第Ⅰ期工事 令和元年度 仮設校舎設置，南校舎（⑨棟） 

第Ⅱ期工事   ２年度 南校舎（⑨-1，⑪-2棟）と北校舎（①，③棟） 

第Ⅲ期工事   ３年度 中央校舎(管理棟･特別教室棟，特別教室棟)（⑪-1，⑪-3，④棟） 
 

５ 大規模改修工事の特徴 

  大規模改修工事は，児童等が現校舎と仮設校舎を使用しながら，校舎の棟別に工事を行い，

当該棟別工事の完了の都度，引渡しを受け，次の棟の工事に着手するものである。 
 

６ 今後のスケジュール 

９月15日 市議会に議決の変更について追加議案を提出 

25日 議会最終日，本契約 
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